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令和２年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）

交付金交付要綱の制定について（通知） 

 

 

本県の障がい福祉行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

さて、県では、令和２年度補正予算において、新型コロナウイルス感染症への

対応として緊急に必要となる感染拡大防止や障害福祉分野の職員の支援等のため、

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業を実施することとしました。 

つきましては、標記要綱を別添のとおり制定し、令和２年４月１日から適用す

ることとしましたので通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

事業支援グループ  武井 

電 話 045-210-4717（直） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-201-2051 



令和２年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（障害分）交付金交付要綱 
 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡

大防止や障害福祉分野の職員の支援等のため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事

業（障害分）交付金（以下「交付金」という。）を予算の範囲内において交付することに

ついて、補助金の交付等に関する規則（昭和 45 年神奈川県規則第 41号。以下「規則」と

いう。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによ

る。 

(1) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分） 

令和２年６月 25 日障発 0625 第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知

の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）実施要綱」（以下「国

実施要綱」という。）に基づき実施する事業 

(2) 障害福祉サービス施設・事業所等 

別表１に掲げる障害福祉サービス施設・事業所等 

 

（交付対象事業） 

第３条 交付金の対象とする事業は、国実施要綱に基づき実施する次の各号に掲げる事業

とする。 

(1) 障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業 

(2) 在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染

症対策徹底に向けた環境整備への助成事業 

(3) 障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業 

 
（交付対象期間） 
第４条 交付金の対象とする事業の対象期間は、令和２年４月１日から令和３年３月 31日 

までとする。なお、この要綱の施行以前に着手した事業及び完了した事業も対象とする。 
２ 障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業について、

国実施要綱に定める支給対象者（以下「支給対象者」という。）における始期は、令和２

年１月 15日とする。 

 
 



（申請者） 
第５条 交付金の申請を行う者（以下「申請者」という。）は、次のとおりとする。 
(1) 障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業 

別表１に掲げる、県内に所在する障害福祉サービス施設・事業所等（地域生活支援事

業所を除く）を運営する法人等のうち、国実施要綱の支援対象者に該当する施設・事業

所等を運営する法人 

(2) 在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染

症対策徹底に向けた環境整備への助成事業 

  別表１に掲げる、県内に所在する通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、

訪問系サービス事業所及び相談系サービス事業所のうち、国実施要綱の支給対象者に

該当する事業所を運営する法人等 

(3) 障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業 

支給対象者は、原則として別表２の申請方法により申請するものとし、申請者は次の

とおりとする。 

ア 支給対象者から代理受領委任を受けた、県内に所在する障害福祉サービス施設・事

業所等を運営する法人等 

イ 支給対象者のうち、アによる申請によることができないことについてやむを得ない

事情がある者については、当該者 

 
（交付額の算出方法等） 

第６条 交付金の交付の対象となる経費の区分及び額の算定方法は、次のとおりとする。 

(1) 障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業及び在宅サービス

事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向

けた環境整備への助成事業 

  施設・事業所ごとに、別表３の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の

額を交付額とする。 

(2) 障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業 

国実施要綱に基づく支給額及び障害福祉サービス施設・事業所等が支給対象者に支

給する際の振込手数料 

２ 前項の規定により算出した交付金の額は千円単位とし千円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

（交付申請） 

第７条 申請者が法人等である場合は、令和２年度神奈川県新型コロナウイルス緊急包括

支援事業（障害分）交付金に係る交付申請書（第１号様式）に次の書類を添えて、知事が

別に定める期日までに知事に提出しなければならない。ただし、申請者が第３条第３号に



掲げる事業を申請しない場合は、ウの書類の提出を要しない。 

ア 施設・事業所別申請額一覧（別紙様式１） 

イ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に関する事業実施計画書

（事業所単位）（別紙様式２） 

ウ 障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）（別紙様式３） 

エ その他知事が必要と認める書類 

２ 申請者が個人である場合は、令和２年度神奈川県新型コロナウイルス緊急包括支援事

業（障害分）交付金個人用申請書（第２号様式）に知事が必要と認める書類を添えて、知

事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

３ 申請者は、第１項の申請を行うに当たって、消費税及び地方消費税を交付対象経費とす

る場合にあっては、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（交付対

象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108

号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方

税法（昭和 25年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計

額に交付対象経費に占める交付金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額し

て交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請書に添え

て提出しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

 

（交付条件） 

第８条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

(1) 令和２年６月 30 日厚生労働省発障 0630 第１号厚生労働事務次官通知の別紙「令和

２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護・福祉分）交付要綱」に定

める各事業計画の各事業区分の範囲を超えて交付金の配分を調整する場合は、知事の

承認を受けなければならない。 

(2) 事業実施計画を変更する場合（軽微な変更を除く。）は、知事の承認を受けなければ

ならない。 

(3) 事業実施計画を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならな

い。 

(4) 事業実施計画が予定の期間内に完了しない場合又は当該計画の遂行が困難となった

場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

(5) 事業実施計画の実施により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30万円以上の機

械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令（昭和 30年政令第 255 号）（以下、「適正化令」という。）第 14条第１項第２

号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認

を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担



保に供し又は廃棄してはならない。 

(6) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を県に納付させることがある。 

(7) 事業実施計画の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ら

なければならない。 

(8) その他、規則及びこの要綱の定めに従わなければならない。 

 

（変更の承認） 

第９条 前条第１号から第３号までの規定に基づく知事の承認を受けようとする場合は、

令和２年度神奈川県新型コロナウイルス緊急包括支援事業（障害分）交付金変更（中止、

廃止）承認申請書（第３号様式）に変更の内容及び理由又は中止、廃止の理由を記載した

書類を添付して知事に提出しなければならない。 

 

（申請の取下げのできる期間） 

第 10 条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付の決定の通知

を受理した日から 10 日を経過した日までとする。 

 
（交付金の交付） 
第11条  交付金の交付方法は、原則、第７条第２項の申請を除き、概算払とする。ただし、

精算額での申請があった場合は、精算払によることができるものとする。 

２ 第７条第２項の申請に係る交付金は、申請に基づき交付する。 

 

（状況報告） 

第12条 規則第10条の規定による状況報告は、知事の要求があったときは、令和２年度神奈

川県新型コロナウイルス緊急包括支援事業（障害分）交付金実施状況報告書（第４号様式）

により知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第13条 規則第12条の規定による実績報告は、令和２年度神奈川県新型コロナウイルス緊

急包括支援事業（障害分）交付金に係る実績報告書（第５号様式）に次の書類を添えて、

事業完了の日から起算して１月を経過した日（第７条により事業の中止又は廃止の承認を

受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して１月を経過した日）又は翌年度

４月10日のいずれか早い日までに知事に報告するものとする。 

ア 施設・事業所別支払済額一覧（別紙様式５） 

イ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に関する事業実施報告書



（事業所単位）（別紙様式６） 

ウ 障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）（別紙様式７） 

エ その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、第 11 条第１項ただし書の規定に基づき精算払により申請し

た場合、第７条第１項の交付申請書について、規則第 12 条の規定による実績報告を兼ね

るものとし、申請に当たっては令和２年度神奈川県新型コロナウイルス緊急包括支援事業

（障害分）交付金に係る交付申請書兼実績報告書（第６号様式）に次の書類を添えて、知

事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。 
ア 施設・事業所別支払済額一覧（別紙様式５） 
イ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に関する事業実施報告書

（事業所単位）（別紙様式６） 
ウ 障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）（別紙様式７） 
エ その他知事が必要と認める書類 

３ 消費税及び地方消費税を交付対象経費とする場合にあっては、交付金の交付を受けた

法人等（以下「交付事業者」という。）は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当

該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、これを交

付金額から減額して報告するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を報

告書に添えて提出しなければならない。 

 

（交付金額の確定） 
第 14条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付対象事業等の成果が

交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認め

たときは、交付金の額を確定する。 
 
（交付金の返還） 
第 15条 知事は、交付金の額を確定した場合において、すでに確定額を超える交付金が交

付されているときは、交付対象事業完了日の属する年度の翌年度内で期限を定めて、確定

額を超える部分の交付金を返還させるものとする。 
 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還） 

第16条 消費税及び地方消費税を交付対象経費とする場合にあっては、交付事業者は、実績

報告後に消費税の申告により当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額が確定したとき（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、令和２年度神奈川県新型コ

ロナウイルス緊急包括支援事業（障害分）交付金消費税仕入控除税額報告書（第７号様式）

により、速やかに、遅くとも交付対象事業完了日の属する年度の翌年度末までに知事に報



告しなければならない。なお、交付事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一

支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社及

び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の

申告内容に基づき報告を行うこと。 

２ 交付金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に

返還しなければならない。 

 

（慰労金受給職員表及び代理受領委任状の保管） 

第 17 条 第３条第３号に掲げる事業を申請した障害福祉サービス施設・事業所等を運営す

る法人等は、支給対象者に慰労金を支払ったときは、障害福祉慰労金受給職員表（法人単

位）（別紙様式７）に支払年月日及び支払金額を記入するとともに、支払記録を保管しな

ければならない。 

２ 第３条第３号に掲げる事業を申請した障害福祉サービス施設・事業所等を運営する法

人等は、障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）（別紙様式７）及び代理受領委任状（別

紙様式４）について、障害福祉サービス施設・事業所等による慰労金の受給を証するもの

として、県からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管するものとす

る。なお、慰労金の受給に関して虚偽や不正があったときは、当該慰労金を県に返還しな

ければならない。 

３ 第７条第２項の規定に基づき慰労金を申請した者は、慰労金の受給に関して虚偽や不

正があったときは、当該慰労金を県に返還しなければならない。 

 

（書類の整備等） 

第18条 交付事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び

支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を交付金の額の確定の日（事業の

中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年

間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格

が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了

する日又は適正化令第14条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を

経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

２ 支給事業者が、前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に解散する場合

は、その権利義務を承継する者（権利義務を承継する者がいない場合は知事）に当該証拠

書類等を引き継がなければならない。 

 

（暴力団排除） 

第 19 条 神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第 10 条の規定に基

づき、第５条第１号及び第２号の申請者が次の各号に該当する場合は、交付金交付の対象



としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第

６号に規定する暴力団員 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団 

(3) 法人にあっては、代表者又は役員のうちに第１号に規定する暴力団員に該当する者

があるもの 

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が第１号に規定する暴力団員に該当する

もの 

２ 知事は、必要に応じ交付事業者が、前項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警

察本部長に確認することができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本

部長に提供するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該

個人情報の本人の同意を得るものとする。 

３ 知事は、交付事業者が第１項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

 

（届出事項） 

第 20 条 交付事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもってそ

の旨を知事に届け出なければならない。 

(1) 住所、氏名又は法人名を変更したとき。 

(2) その他申請内容に変更があったとき。 

 

（その他） 

第 21 条 その他、事業の実施に当たり、必要な事項は、別に定める。 

   

附 則 

 この要綱は、令和２年８月 13 日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 



別表１ 
区分 事業所・施設種別 

通所系サービス事業所 生活介護事業所、療養介護事業所、自立訓練（機能訓

練）事業所、自立訓練（生活訓練）事業所、就労移行支

援事業所、就労継続支援 A 型事業所、就労継続支援 B 型

事業所、就労定着支援事業所、児童発達支援事業所、医

療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所 
短期入所サービス事業所 短期入所サービス事業所 
障害者支援施設等 障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施

設、医療型障害児入所施設 
訪問系サービス事業所 居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業

所、同行援護事業所、自立生活援助事業所、保育所等訪

問支援事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所 
相談系サービス事業所 計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所、地域移行

支援事業所、地域定着支援事業所 
地域生活支援事業所 以下の事業を実施する事業所 

地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福

祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相

談支援事業、基幹相談支援、盲ろう者向け通訳・介助員

派遣事業 
 
別表２ 

支給対象者 申請方法 
現に障害福祉サービス施

設・事業所等に従事してい

る者 

・ 障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員（派

遣職員や業務委託による者も含む。）については、原則と

して、当該職員が勤務先の障害福祉サービス施設・事業

所等を運営する法人等に代理受領委任状（別紙様式４）

を提出する。委任を受けた法人等は、障害福祉慰労金受

給職員表（法人単位）（別紙様式３）を取りまとめ、県に

申請を行う。 
・公営の障害福祉サービス施設・事業所等で代理受領が

行えない施設・事業所等に勤務する職員については、当

該職員が申請を行うこととし、施設・事業所等ごとにと

りまとめて県に送付する。 
・別表１のうち、地域生活支援事業のみを実施する法人

等が運営する地域生活支援事業所（別表１に掲げる事業

所等に限る。）に勤務する職員については、職員が申請を

行うこととし、法人等がとりまとめて県に送付する。 
障害福祉サービス施設・事

業所等を退職した者 
・国実施要綱に定める支給対象者に該当する者であっ

て、既に障害福祉サービス施設・事業所等を退職した者

については、原則として、対象期間（令和２年1月15日か

ら令和２年６月30日まで）において最後に所属していた

施設・事業所等を運営する法人において、現に従事して

いる者と同じ方法により申請を行う。 

・対象期間に勤務していた施設・事業所等を運営する法

人において申請ができないことについて、やむを得ない

事情がある場合には、当該者が県へ直接申請を行う。 



別表３ 
事業種別 基準額 対象経費 交付率 

障害福祉サービス施設・事

業所等における感染対策徹

底支援事業 

国実施要綱

別添の基準

単価 

国実施要綱別添の対象経費の

うち、報酬、給料、職員手当

等、賃金、共済費 、報償

費、旅費、工事請負費、原材

料費 、需用費（消耗品費、

燃料費、食糧費、印刷製本

費、光熱水費、修繕料）、役

務費（通信運搬費、手数料、

保険料、広告料）、委託料、

使用料及び賃借料、備品購入

費 

１０／１０ 

在宅サービス事業所、計画

相談支援事業所及び障害児

相談支援事業所における感

染症対策徹底に向けた環境

整備への助成事業 

国実施要綱

別添の基準

単価 

国実施要綱別添の対象経費の

うち、報酬、給料、報償費、

賃金、職員手当等、共済費、

旅費、役務費使用料及び賃借 
料、委託料、需用費 、備品

購入費 

１０／１０ 

 



 



第１号様式
　　令和 年 月 日

殿

千円

（内訳）

千円
千円
千円
千円

（添付書類）
１　施設・事業所別申請額一覧（別紙様式１）
２　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）交付金に関する事業実施計画書

　　（事業所単位）（別紙様式２）
３　障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）（別紙様式３）

【申請内容に関する問合せ先】

3．在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業

　　申　請　額　：　

1．障害福祉慰労金事業

2-1．障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業（多機能型簡易居室分を除く）

2-2．障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業（多機能型簡易居室分に限る）

 連絡先
電話番号

e-mail

 部署名

 担当者氏名

神奈川県知事

（法人名）

（役職・代表者名）

　　　　　　標記について、次により交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。

令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）交付金に係る交付申請書

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業、在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業、在

宅サービス事業所における環境整備への助成事業の申請に当たっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がいな

いことを誓約します。

申請後に、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がいないことを確認するため、県からの求めがあった場合は確認

に必要な個人情報の提出に応じ、情報を神奈川県警察本部に照会することについて、代表者及び役員全員が同意しています。



障害福祉慰労
金

20万円
対象者の
有無

感染対策費用
助成事業

（多機能型居
室を除く。）

感染対策費用
助成事業

（多機能型居
室に限る。）

環境整備
助成事業

合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

（注）行が不足する場合には適宜行を追加して差し支えないが、列の挿入は絶対に行わないこと。
　

（別紙様式１）施設・事業所別申請額一覧

No. 事業所番号施設・事業所名 サービス種別 住所
代表となる
法人名

審査
結果

電話番号

補助予定額（千円）



（別紙様式２）

住所

提供サービス（プルダウンから選択）

 障害福祉慰労金事業　→　1を記載   感染対策徹底支援事業　→ 2-1,2-2を記載

 個別再開支援助成事業　→ 3を記載 　環境整備助成事業　→ 3を記載

１．障害福祉慰労金事業 ※対象職員の氏名等について、様式３を作成すること。

慰労金の区分・人数 人 人振込手数料 （千円未満切捨）

2-1．障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業 今回申請分②

（多機能型簡易居室の設置に要する費用を除く。） 既申請分

【感染拡大防止対策やサービスの提供体制の確保のための経費】 年度合計額

賃金・報酬

謝金

会議費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

2-2．障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業

（多機能型簡易居室の設置に要する費用に限る。）

工事請負費

原材料費

需用費

役務費

旅費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

3．在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所に 今回申請分④

おける環境整備への助成事業 既申請分

【在宅サービス事業所等における環境整備のための経費】 年度合計額

賃金・報酬

謝金

会議費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

（注）2-1．、2-2．及び3．の事業の申請額は、補助上限額と所要額を比較していずれか低い方の額が入力される。

国保連合会に登録されている口座情報を本事業の振込に使用することに同意する

国保連合会に登録されている口座は債権譲渡されていない

本事業は原則、国保連合会のシステムを活用しての交付
を予定しています。

債権譲渡されていない場合は、左欄に✔を入れて下さい。

0

科目 所要額（円） 用途・品目・数量等

補助上限額

0

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）交付金に関する事業実施計画書（事業所単位）

施設概要

事業所名称

所在地
都道府県名

連絡先
電話番号 担当部署名

事業所番号

支出予定額

千円

20万円対象 0 5万円対象 0

職員数
(派遣含む)

定員 人

事業区分

#N/A補助上限額 申
請
額

人

千円

#N/A 千円

申請額①

口座情報

科目 用途・品目・数量等

千円

#N/A 千円

所要額（円）

科目 所要額（円）

#N/A 千円

補助上限額 申
請
額

千円#N/A

千円

#N/A 千円 千円申請額③

#N/A 千円

0

用途・品目・数量等

千円



（別紙様式３）障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）

※　本表は法人単位でまとめて記載すること。法人一括申請を行わずに事業所ごとに申請する場合も同様の取扱いとします。（本表の記載内容は、同一法人であれば同一となります。）

事業所番号 提供サービス 事業所・施設の名称 施設区分 対応区分

他の施設等と
の期間通算が
ある場合その施

設名

委任状の
有無

他法人で
の慰労金
の申請の
有無

業務委託
による
従事者

重複
申請者
確認用

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

確認事項

本人の住所

主たる勤務先

慰労金
(万円)

氏名（漢字） 氏名（全角カナ） 生年月日（西暦）

分類



別紙様式４ 

 

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 

代理受領委任状 

 

令和  年  月  日 

 

神奈川県知事 様 

 

委任者 住  所 〒           

                                     

氏  名             

電話番号    （   ）    

 

私は、下記の事項を確認・承諾し、（法人名・代表者名）を代理受領者と定め、

令和２年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）実施

要綱の規定により、慰労金の請求及び受領に関する権限を委任します。 

 

記 

 

１．私は、医療・介護・障害の慰労金について、他の障害福祉サービス施設・

事業所等、介護サービス事業所・施設等及び医療機関等からの給付申請や都

道府県への給付申請を行いません。 

 

２．当該慰労金について、複数回の受給を行った場合には、速やかに返還する

ことを誓約します。 

 

（注意事項） 

 ・ この委任状は、慰労金を代理受領する職員ごとに作成して下さい。 

 ・ 障害福祉サービス施設・事業所等は、この委任状を法人単位で取りまとめて、別紙

様式３（障害福祉慰労金受給職員表）を作成し、障害福祉サービス施設・事業所等が

所在する都道府県知事に提出して下さい。 

 ・ この委任状は、都道府県への提出は不要です。ただし、慰労金の代理受領を証する

ものとして、都道府県からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、法人本部又

は障害福祉サービス施設・事業所等において、適切に保管しなければなりません。 



（第２号様式）

殿

申請者の氏名等

〒

対象期間内に勤務していた障害福祉サービス施設・事業所等の名称等

勤務先における申請者の業務内容等 ※本欄は、原則として、障害福祉サービス施設・事業所等において記載

（勤務先証明欄） 法人名
代表者名 印

【受取口座記入欄】 ※⻑期間入出⾦のない口座を記入しなこと

★裏⾯にも記載箇所があります

令和２年度神奈川県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労⾦（障害分）個人⽤申請書

（フリガナ）
氏   名

申請日

神奈川県知事

令和  年  ⽉  日

現  住  所 ⽣年⽉日

サービス種類

（明治・大正・昭和・平成）

日中連絡可能な電話番号

勤務先の名称 住  所

 年  ⽉  日

（⾃宅・勤務先・携帯） （    ）

支店名

支店コード

分類 口座名義

職種 起点から６⽉末までの勤務日数

（フリガナ）口座番号
（右詰で記載）

勤務先における業務内容

⾦融機関名
（ゆうちょ銀⾏を除く）

ゆうちょ銀⾏

ゆうちょ銀⾏を選択した場合は、貯
⾦通帳の⾒開き左上またはキャッ
シュカードに記載された記号・番号
を記載すること

※

本･支店
本･支所
出張所

 1,銀⾏  5.農協
 2.⾦庫  6.漁協
 3.信組  5.信漁連
 4.信連

通帳記号
（6⾏⽬がある場合は※に記載）

1 普通
2 当座

（フリガナ）
口座名義

通帳番号
（右詰で記載）

受付印

次の事項に同意の上、慰労金を申請します。

①当該障害福祉サービス施設・事業所での勤務実態が条件を満たしていない場合は申請できません。

②医療・介護・障害の慰労金について、他の障害福祉サービス施設・事業所等及び医療機関等からの

給付申請や都道府県への給付申請を行いません。

③都道府県が、下記に記載された受取口座に振込手続後、記載間違い等の事由により振込が完了

せず、かつ、申請日から３か月後の末日までに、都道府県が、申請者に連絡・確認できない場合は、

都道府県は当該申請が取り下げられたものと見なします。

④記載内容に虚偽があった場合又は複数機関から給付を受けた場合は、慰労金を不当利得として

返還していただきます。

⑤慰労金は、申請された口座に支給します。氏名等に変更があった場合は速やかに申し出てください。



（申請書裏⾯）

本人確認書類 写し貼り付け
・運転免許証のコピー ・健康保険証のコピー 等

振込先⾦融機関⼝座確認書類 写し貼り付け
・通帳（口座番号、支店番号及び口座名義（カタカナ）が書かれた部分）

又はキャッシュカードのコピー 等

チェックリスト
（以下の項⽬について必ず確認し、確認後はチェック欄（□）にレを入れること）

①記載漏れや記載誤りがないか、再度ご確認ください。

②記入した通帳番号と添付した通帳のコピーの番号が一致することをご確認ください。

③添付資料に漏れが無いかご確認ください。

④他の障害福祉サービス施設・事業所等、介護サービス事業所・施設等及び医療機関等か

らは、慰労金の申請を行っていません。

⑤記載内容に虚偽があった場合や二重に申請が行われた場合は、慰労金の返還を

求められることを理解しました。



第３号様式 

 

年  月  日 

 

  神奈川県知事 殿 

 

法人名 

役職・代表者名       

 

令和２年度神奈川県新型コロナウイルス緊急包括支援事業（障害分）交付金 

変更（中止、廃止）承認申請書 

 

  年  月  日付けで交付決定を受けた令和２年度神奈川県新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援交付金（障害分）事業を次のとおり変更（中止、廃止）したいので承認

を受けたく、関係書類を添えて申請します。 

 

 １ 変更（中止、廃止）の内容 

事業の内容 変更（中止、廃止）前 変更（中止、廃止）後 

   

 

 ２ 変更（中止、廃止）の理由 

 

 

 

 ３ 交付変更額  

既交付決定額：     円 

変更請額  ：     円 

差引増減額 ：     円 

 



第４号様式 

 

年  月  日 

 

  神奈川県知事 殿 

 

法人名 

役職・代表者名       

 

令和２年度神奈川県新型コロナウイルス緊急包括支援事業（障害分）交付金 

事業実施状況報告書 

 

    年  月  日付けで交付決定を受けた令和２年度神奈川県新型コロナウイル

ス感染症緊急包括支援交付金（障害分）事業に係る交付対象事業の   年  月  日

現在における実施状況を、次のとおり報告します。 

 

 １ 交付対象事業の執行状況 

 

 

 

 

 ２ 交付対象事業の経費の執行状況 

 



　　令和 年 月 日

殿

千円

（内訳）

千円
千円
千円
千円

（添付書類）
１　施設・事業所別申請額一覧（別紙様式５）
２　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）交付金に関する事業実施報告書

　　（事業所単位）（別紙様式６）
３　障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）（別紙様式７）

【申請内容に関する問合せ先】

3．在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業

　　精　算　額　：　

1．障害福祉慰労金事業

2-1．障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業（多機能型簡易居室分を除く）

2-2．障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業（多機能型簡易居室分に限る）

 連絡先
電話番号

e-mail

 部署名

 担当者氏名

神奈川県知事

（法人名）

（役職・代表者名）

　　　　　　　年　月　日付けで交付決定を受けた令和２年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）交付金
に係る支援事業の実績を、次のとおり報告する。

第５号様式

令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）交付金に係る実績報告書

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業、在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業、在宅

サービス事業所における環境整備への助成事業の申請に当たっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がいないこと

を誓約します。

申請後に、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がいないことを確認するため、県からの求めがあった場合は確認に必

要な個人情報の提出に応じ、情報を神奈川県警察本部に照会することについて、代表者及び役員全員が同意しています。



障害福祉慰労
金

20万円
対象者の
有無

感染対策費用
助成事業

（多機能型居室
を除く。）

感染対策費用
助成事業

（多機能型居室
に限る。）

環境整備
助成事業

合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

（注）行が不足する場合には適宜行を追加して差し支えないが、列の挿入は絶対に行わないこと。
　

（別紙様式５）施設・事業所別支払済額一覧

No. 事業所番号施設・事業所名 サービス種別 住所
代表となる
法人名

審査
結果

電話番号

支払済額（千円）



（別紙様式６）

住所

提供サービス（プルダウンから選択）

 障害福祉慰労金事業　→　1を記載   感染対策徹底支援事業　→ 2-1,2-2を記載

 個別再開支援助成事業　→ 3を記載 　再開環境整備助成事業　→ 3を記載

１．障害福祉慰労金事業 ※対象職員の氏名等について、様式３を作成すること。

慰労金の区分・人数 人 人振込手数料 （千円未満切捨）

2-1．障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業 今回精算分②

（多機能型簡易居室の設置に要する費用を除く。） 既交付分

【感染拡大防止対策やサービスの提供体制の確保のための経費】 年度合計額

賃金・報酬

謝金

会議費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

2-2．障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業

（多機能型簡易居室の設置に要する費用に限る。）

工事請負費

原材料費

需用費

役務費

旅費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

3.在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所に 今回精算分④

おける感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業 既交付分
【在宅サービス事業所等における環境整備のための経費】 年度合計額

賃金・報酬

謝金

会議費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

（注）2-1．2-2．及び3．の事業の申請額は、補助上限額と所要額を比較していずれか低い方の額が入力される。

国保連合会に登録されている口座情報を本事業の振込に使用することに同意する

国保連合会に登録されている口座は債権譲渡されていない

本事業は原則、国保連合会のシステムを活用しての交付
を予定しています。

債権譲渡されていない場合は、左欄に✔を入れて下さい。

0

科目 支払済額（円） 用途・品目・数量等

補助上限額

0

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）交付金に関する事業実施報告書（事業所単位）

施設概要

事業所名称

所在地
都道府県名

連絡先
電話番号 担当部署名

事業所番号

精算額

千円

20万円対象 0 5万円対象 0

職員数
(派遣含む)

定員 人

事業区分

#N/A補助上限額 精
算
額

人

千円

#N/A 千円

精算額①

口座情報

科目 用途・品目・数量等

千円

#N/A 千円

支払済額（円）

科目 支払済額（円）

#N/A 千円

補助上限額 精
算
額

千円#N/A

千円

#N/A 千円 千円精算額③

千円
#N/A 千円

0

用途・品目・数量等



（別紙様式７）障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）

※　本表は法人単位でまとめて記載すること。法人一括申請を行わずに事業所ごとに申請する場合も同様の取扱いとします。（本表の記載内容は、同一法人であれば同一となります。）

事業所番号 提供サービス 事業所・施設の名称 施設区分 対応区分

他の施設等と
の期間通算が
ある場合その施

設名

委任状の
有無

他法人で
の慰労金
の申請の
有無

業務委託
による
従事者

重複
申請者
確認用

支払年月日
（西暦）

支払金額

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

支払実績確認事項

本人の住所

主たる勤務先

慰労金
(万円)

氏名（漢字） 氏名（全角カナ） 生年月日（西暦）

分類



　　令和 年 月 日

殿

千円

（内訳）

千円
千円
千円
千円

（添付書類）
１　施設・事業所別申請額一覧（別紙様式５）
２　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）交付金に関する事業実施報告書

　　（事業所単位）（別紙様式６）
３　障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）（別紙様式７）

【申請内容に関する問合せ先】

神奈川県知事

（法人名）

（役職・代表者名）

　　　　　　標記について、次により交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。

第６号様式

令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）交付金に係る
交付申請書兼実績報告書

 連絡先
電話番号

e-mail

 部署名

 担当者氏名

3．在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業

　　申　請　額　：　

1．障害福祉慰労金事業

2-1．障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業（多機能型簡易居室分を除く）

2-2．障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業（多機能型簡易居室分に限る）

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業、在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業、在宅

サービス事業所における環境整備への助成事業の申請に当たっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がいないこと

を誓約します。

申請後に、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がいないことを確認するため、県からの求めがあった場合は確認に必

要な個人情報の提出に応じ、情報を神奈川県警察本部に照会することについて、代表者及び役員全員が同意しています。



第７号様式 

 

年  月  日 

 

  神奈川県知事 殿 

 

法人名 

役職・代表者名       印 

 

令和２年度神奈川県新型コロナウイルス緊急包括支援事業（障害分）交付金 

消費税仕入控除税額報告書 

 

  年  月  日付けで交付決定を受けた令和２年度神奈川県新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交付金（障害分）事業に係る消費税仕入控除税額について、次のとおり

報告します。 

 

 

１ 交付金の額の確定額                 金       円 

 

２ 消費税の申告の有無（どちらかを選択）          有   ・   無 

 

（２で「無」を選択の場合は以下不要） 

３ 仕入控除税額の計算方法（どちらかを選択）       一般課税 ・  簡易課税 

 

（３で「簡易課税」を選択の場合は以下不要） 

４ 交付金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額   金       円 

 

５ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額    金       円 

 

６ 交付金返還相当額（５から４の額を差し引いた額）   金       円 

 

 

（注）１ 別紙として積算の内訳を添付すること。  

２ 交付金返還相当額がない場合であっても、報告すること。 

 


